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（学校使用欄）

 町村や他県にお住いの方は、市民税・府民税を市町村民税・都道府県民税と読み替えてください。

　今回の届出書では、保護者等（親権者）の全員について、平成28年度の「市民税所得割額」
（平成27年の収入に基づく額）を証明するため、①～④のいずれかの書類の提出が必要です。

平成２８年７月から２９年６月分までの授業料に関する手続き

高等学校等就学支援金 収入状況届出書の提出について

【生活保護世帯の方】生活保護受給証明書（コピーは不可です。）

　市町村の生活保護担当窓口で３か月以内に発行されたものを添付してください。
　平成28年１月１日が期間に含まれている証明が必要です。また、「奨学のための給付金」を一緒
に申請する場合には、７月１日現在で生業扶助を受けていることと、世帯全員の氏名と生年月日、
続柄が確認できることが必要です。

　就学支援金とは、高校の授業料を国が生徒に代わって負担する制度です。年に１回、７月に
収入状況届出書を提出いただき、７月から来年６月までの授業料を負担いただくかどうかを審
査します。（最終学年は来年３月までとなります。）
　
　届出書の記入方法は、２～３ページを参考にしてください。添付書類（課税証明書等）につ
いては、４ページをよくお読みください。届出書と課税証明書等は、一緒に配付している封筒
に入れて、学校の定める期限までに提出してください。

　保護者等（親権者）全員の市民税所得割額が非課税の世帯や生活保護受給世帯の生徒につい
ては、別途申請することにより、「奨学のための給付金」の支給対象となります。奨学のため
の給付金の申請書も同じ封筒に入れてください。

　審査結果は、10月上旬に学校を通じてお知らせします。

【サラリーマン世帯の方】市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）

　サラリーマンの方などに５～６月に、勤務先から配付されるものです。勤務先以外からの収入が
あり、税額が変更になっている方や紛失された場合は④が必要です。
　Ａ３の用紙に原寸大で分割せず、全体が１枚の用紙に入るようにコピーしてください。

【自営業世帯の方】市民税・府民税 納税通知書

　自営業の方などに市町村から送付されるものです。修正申告されたり、紛失された場合は④が必
要です。複数ページにわたる通知書は、全部のページを原寸大でコピーしてください。

【引き続き、就学支援金制度の対象となる要件】
　保護者等（親権者）の平成28年度の市民税所得割額が304,200円未満であることが要件です。父母と
もに所得がある場合には、父母の合計額で判定します。平成28年１月１日現在で生活保護を受給してい
る世帯の生徒も対象となります。ただし、全日制で36月、定時制及び通信制で48月の制限があります。
期間の計算では、国立・公立・私立を問わず、高等学校等の在学期間を通算します。

【①～③の無い方】市民税・府民税 課税(非課税)証明書（全部の事項が記載されたもの）

　３か月以内に発行されたもので、原本が必要です。（コピーは不可です。）
　市町村の税証明書窓口で発行されます。発行は有料です。

注意事項

 源泉徴収票や確定申告書の控えは、「課税証明書等」にはなりません。

 保護者の一方（Ａ）が、他方の保護者（Ｂ）の配偶者控除の対象者で、Ｂの市民税所得割額が３０
万円以下の場合には、Ａの課税証明書等の添付を省略できます。ただし、配偶者特別控除の対象で
ある場合には省略できません。また、「奨学のための給付金」を一緒に申請する場合には、省略で
きません。

【ご注意ください】
　届出にあたっては、別紙の記入上の注意及び留意事項をよく読んでから記入してください。所得確認の対象とな
る保護者等は、原則として「親権者」であるため、必ず「親権者」の状況を確認してください。仮に、保護者等が
誤って特定されたまま申請・支給が行われ、それが明らかになった場合は、支給を受けた者から不正利得として受
給額が徴収されます。また、偽りその他不正の手段により就学支援金を受給した者は、３年以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられます。　課税証明書等を添付いただく「保護者等」は、原則として「親権者」である父母です。離婚や死別な

どの場合は、父母のいずれか親権を持たれる方の書類が必要です。再婚された場合でも、養子縁組をさ
れない限り、親権を持たれる方のみとなります。
　未成年後見人は、家庭裁判所で選任され扶養義務を持つ場合に限ります。親権者や未成年後見人がお
らず、主たる生計維持者がいる場合は、扶養関係の確認として、生徒の健康保険証の写しなどが必要と
なります。
　生徒が成人している場合や生徒本人の収入で生活している場合には、生徒本人の課税証明書等が必要
です。

提出締切日：7月4日（月）
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受給資格認定者の方 課税証明書等について 

保護者等について 

届出書を期限までに提出しなかった場合や 

審査の結果、要件に該当しなくなった場合は 

７月分から授業料を負担していただきます。 



高等学校等就学支援金　収入状況届出書記入要領
黒または青のボールペンで記入してください。

間違えた場合は、二本線で訂正してください。訂正印は不要です。

今回の届出では、７月１日時点における
状況を記入してください。認定された場
合の支援金の支給期間は、７月から来
年６月分になります。（最終学年の場合
は３月分までです。）

今回の届出は、７月中の日付でお願い
します。

【オモテ面】 【ウラ面】

保護者の一方(A)が、他方の保護者(B)
の控除対象配偶者で、Bの市町村民税
所得割額が30万円以下の場合には、A
の課税証明書等の添付を省略できま
す。
(*)奨学のための給付金をあわせて申
請される場合は省略できません。

収入状況を届出される方は、
「☑収入状況届出書」にチェックしてくだ
さい。また、4ページにしたがって課税証
明書等を添付してください。

収入状況を届出されない方は、
「☑申請（又は届出）しない」にチェックし
てください。添付書類は不要ですが、授
業料の納付が必要になります。

課税証明書等を添付する方の氏名、生
徒との続柄を記入してください。
記入例は、左記のとおりです。

-2- -3-

親権者の一方が海外赴任等により、平
成28年１月１日現在、海外に在住して
いて、市町村民税が課税されていない
場合

保護者の昼間の連絡先電話番号を必
ず記入してください。
また、「その他」の場合は氏名を記入し
てください。

離婚や死別等により親権者が１名の場
合や、やむを得ない理由により親権者１
名の課税証明書等が添付できない場
合
※「やむを得ない理由」とは、行方不
明、ドメスティックバイオレンス、養育放
棄等の事情をいいます。

収入状況を届出されない方の記載は、
ここまでです。

収入状況を届出される方は、裏面も必
ず記入してください。

親権者がおらず、主たる生計維持者の
課税証明書等を添付する場合は、合わ
せて生徒の健康保険証の写しなどの扶
養関係を証する書面の添付が必要で
す。

生徒が施設入所者で、保護者等の課
税証明書等が提出できず、生徒にも収
入が無い場合

保護者等の全員が、平成28年１月１日
現在、海外に在住していて、市町村民
税が課税されていない場合

確認して☑ 

いずれかに☑ 


